
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
及
び
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
原
動
機
付
自
転
車
」
の
下
に
「
（
次
条
第
四
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
原
動
機
付
自
転
車
」
と
い

う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

ア
ル
コ
ー
ル
影
響
正
常
運
転
困
難
状
態
（
身
体
に
血
液
一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
又
は
呼

気
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
保
有
す
る
状
態
そ
の
他
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ

り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
行
為

第
二
条
中
第
八
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
同

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

殊
更
に
タ
イ
ヤ
を
滑
ら
せ
又
は
浮
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
進
行
を
制
御
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
さ
せ
て
、



自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
行
為

第
二
条
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
速
度
以
上
の
高
速
度
そ
の
他
道
路
及
び
交

通
の
状
況
に
応
じ
て
重
大
な
交
通
の
危
険
を
回
避
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
高
速
度
（
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
速
度
に
準
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
で
自
動
車
を
運
転
す
る
行
為

イ

最
高
速
度
（
道
路
交
通
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
超
え
る
速
度
で
進
行
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
最
高
速
度
（
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
普
通

自
動
二
輪
車
の
最
高
速
度
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
下
で
あ
る

場
合

最
高
速
度
を
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
超
え
る
速
度

ロ

最
高
速
度
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
を
超
え
る
場
合

最
高
速
度
を
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
超
え
る
速
度

第
二
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

薬
物
影
響
正
常
運
転
困
難
状
態
（
薬
物
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
行
為



第
三
条
第
一
項
中
「
又
は
薬
物
の
影
響
に
よ
り
、
」
を
「
の
影
響
に
よ
り
、
」
に
、
「
そ
の
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影

響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
」
を
「
ア
ル
コ
ー
ル
影
響
正
常
運
転
困
難
状
態
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

薬
物
の
影
響
に
よ
り
、
そ
の
走
行
中
に
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
で
、
自
動
車
を
運
転
し
、

よ
っ
て
、
薬
物
影
響
正
常
運
転
困
難
状
態
に
陥
り
、
人
を
死
傷
さ
せ
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
三
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
る
。

（
道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
状
態
（
」
の
下
に
「
身
体
に
血
液
一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム

以
上
又
は
呼
気
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
保
有
す
る
状
態
そ
の
他
」
を
加
え
る
。

第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
身
体
に
」
の
下
に
「
血
液
一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
未

満
の
範
囲
内
又
は
呼
気
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
未
満
の
範
囲
内
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。

附

則



（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
免
許
の
拒
否
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
を
理
由
と
す
る
道
路
交
通
法
第
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
許
の
拒
否
、
保
留
、

取
消
し
若
し
く
は
効
力
の
停
止
又
は
同
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

自
動
車
運
転
に
よ
る
死
傷
事
犯
の
実
情
等
に
鑑
み
、
事
案
の
実
態
に
即
し
た
対
処
を
す
る
た
め
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
対

象
と
な
る
行
為
の
明
確
化
及
び
追
加
を
行
う
と
と
も
に
、
酒
酔
い
運
転
を
行
っ
た
者
等
に
対
す
る
罰
則
の
対
象
と
な
る
行
為
の

明
確
化
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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